
内閣府男女共同参画局

令和７年11月10日 (月 )

き最近の男女共同参画の動きについて
・女性版骨太の方針２０２５

・男女共同参画基本計画の検討
・男女共同参画機構／男女共同参画センター
・女性活躍推進法
・女性に対する暴力をなくす運動



第５次男女共同参画基本計画
（2020年12月閣議決定） 女性版骨太の方針

※「基本的な考え方」の案を公表
今後、パブコメ等を実施予定

●女性活躍・男女共同参画の重点方針2021

「男⼥共同参画基本計画」と「⼥性版⾻太の⽅針」

第６次男女共同参画基本計画
（本年中閣議決定）

●女性活躍・男女共同参画の重点方針2022
（女性版骨太の方針）

●女性活躍・男女共同参画の重点方針2023
（女性版骨太の方針）

●女性活躍・男女共同参画の重点方針2024
（女性版骨太の方針）

●女性活躍・男女共同参画の重点方針2025
（女性版骨太の方針）

※「すべての女性が輝く社会づくり本部」及び
「男女共同参画推進本部」決定



 全国各地における女性の起業支援

 地域における魅力的な職場・学びの場づくり

 地域における人材確保・育成及び体制づくり

 地域における安心・安全の確保 等

 女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の強化

 仕事と育児・介護・健康課題の両立の支援

 職場等におけるハラスメントの防止 等

 企業における女性活躍の推進

 政治・行政分野における男女共同参画の推進

 科学技術・学術分野や国際的な分野における女性活躍の推進 等

 配偶者等への暴力や性犯罪・性暴力への対策の強化

 男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進 等

 男女共同参画の視点に立った政府計画の策定等の推進

 あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画 等

Ⅰ 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり

Ⅱ 全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり

Ⅲ あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大

IV 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現

⼥性版⾻太の⽅針2025 
（⼥性活躍・男⼥共同参画の重点⽅針2025）ポイント

〜いつでも・どこにいても、誰もが⾃分らしく⽣きがいを持って⽣きられる社会の実現を⽬指す。〜

V 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化

女性版骨太の方針・・・女性活躍・男女共同参画を加速するため、各府省が当該年度及び翌年度に重点的に取り組む施策について定める方針。
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令和７年版男⼥共同参画⽩書 特－27図 出身地域を離れた理由（男女別）

（東京圏以外出身で、現在は東京圏に住んでいる者のうち、自分の都合で出身地域を離れた者）

女性(n=299) 男性(n=293)

（備考）１．「令和６年度地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査」（令和６年度内閣府委託調査）より作成。回答者は18～39歳の男女。
２．自分の都合（進学や就職など）で、中学校卒業時点に住んでいた地域から転居し（離れ）たと回答した者に対し、「あなたが、⾃分の都合で、中学校卒業時点に住んでいた地域から転居した（離れた）理由を教えてください。（いくつでも）」と質問。

３．東京圏は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県。
東京圏以外出⾝で、現在は東京圏に住んでいる者…中学校卒業時点では東京圏以外に居住しており、現在は東京圏に居住している者。

若い世代の視点から⾒た地域への意識（出⾝地域を離れる理由 ）

東京圏以外出身で、現在は東京圏に住んでいる
者について、出身地域を離れた理由をみると、男
女ともに 「希望する進学先が少なかった」「やり
たい仕事や就職先が少なかった」「地元から離れ
たかった」 が高い。
・女性は、男性に比べて、「希望する進学先が少な
かった」「地元から離れたかった」「親や周囲の人
の干渉から逃れたかった」が高い。
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令和７年版男⼥共同参画⽩書 特－51図 地域における男女共同参画の推進に向けて

・地域の男女共同参画が進み、地域の活力が高まることが、日本全体の活力向上、ウェルビーイングの向上につながる。
・性別に関係なく個性と能力を発揮できる環境整備や魅力的な地域づくりの取組の推進が重要。

地域で学ぶ
地域における

女性リーダーを増やす
全ての人にとって

働きやすい環境をつくる

固定的な性別役割分
担意識等を解消する

 地域の特⾊を活かした⼤学
づくり

 教育や研究を通じ、地域社
会の発展に貢献

 地域産業につながる⼈材育
成・キャリア教育

 進学先選択の際の無意識の
思い込みの解消

 あらゆる分野における施策・
方針決定過程への女性の参
画拡大

 女性管理職育成・登用、キ
ャリア形成支援

 女性起業家支援を通じた、地
域で活躍するロールモデル
づくり、女性起業家の増加に
よる地域の活性化

 女性の意見を取り入れた地
域活動、地域づくり

 女性の視点からの防災・復興
の推進

 性別に関係なく、やりがいの
ある仕事の創出

 共働き・共育てを可能にする
性別を問わない両立支援

 デジタル人材育成・リスキリ
ングや就労支援、地域で働く
選択肢の増加

 女性の起業を支援し、女性が
活躍しやすい社会環境の後
押し

 女性の所得向上・経済的自
立・男女間賃金格差の是正

 地域限定正社員などの多様
な働き方の推進

 職場・学校・地域等あらゆ
る場における性別による
役割分担の⾒直し

 固定的な性別役割分担意識
による⼥性への家事・育児
・介護の負担の偏りの解
消

 ⼀⼈⼀⼈の意識改⾰や⾏動
変容

 男⼥に中⽴でない制度の⾒
直し

日本のあらゆる地域で全ての人が希望に応じて活躍できる社会

魅⼒ある地域づくりに向けて
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地域⼥性活躍推進交付⾦
（令和６年度補正予算７.0億円、令和７年度当初予算３.０億円）

男女
センター

国民間企業

農林水産
団体

教育機関

都道府県

・経済産業局
・労働局 等

・男女担当部局
・経済担当部局
・福祉担当部局 等

医療法人
社会福祉法人

・商工会
・農協
・銀行

等

市区町村

【補助率】
（１）活躍推進型：１／２

（２）デジタル人材・起業家育成支援型： ３／４

（３）寄り添い支援・つながりサポート型

（A）寄り添い支援型プラス：１／２

（B）つながりサポート型： ３／４

（C）男性相談支援型：１／２

地域経済
団体

特定非営利
活動法人
（NPO）

<多様な主体
の連携・参画
>（コミットメ
ントの明確

化）
人材、資金、
ノウハウ等の
提供・共有等

金融機関

女性活躍推進法
に基づく協議会
等多様な主体に
よる連携体制

＜地域における女性活躍の推進・課題解決＞
• ｢地域性｣を踏まえた ・定量的成果目標設定・｢見える化｣

（能登半島地震の影響等により困難・課題を抱える女性に対
する支援、女性デジタル人材や「女性・平和・安全保障
（WPS）」の観点も踏まえた女性防災リーダーの育成、女性
の登用拡大等）

・官民連携
・地域連携
・政策連携

【交付上限】
（１） 各区別ごと 都道府県 800万円（注）、

政令指定都市 500万円、市区町村 250万円

（２）各区別ごと 都道府県 1,200万円、

政令指定都市 750万円、市区町村 375万円

（３）（A,C）各区別ごと 都道府県・市・特別区 800万円
町村 500万円

（３）（B） 一律1,125万円

注）推進計画未策定市町村への策定支援事業実施等
の条件付きで1,000万円とする。

【交付対象】
地方公共団体

他の地域の
• 地⽅公共団体
• 地域経済団体

等
情報提供内閣府

地⽅公共団体
（関係団体と

連携） 交付
申請

（１）活躍推進型
女性防災リーダーや女性役員・管理職を育成するための研修、企業経営者の意識改革の
ためのセミナー、地域女性ロールモデル事業への支援。

（２）デジタル人材・起業家育成支援型
ジェンダーの視点を踏まえ、地方公共団体の経済担当部局や商工会議所等との連携・協働

による真に効果の高い、女性デジタル人材や女性起業家を育成するためのセミナーや就労に
つなげる相談、ネットワークづくり等のマッチング支援や伴走型支援。

（３）寄り添い支援・つながりサポート型
様々な課題・困難を抱える女性に寄り添った相談支援、孤独・孤立で困難や不安を抱える
女性が社会とのつながりを回復できるようＮＰＯ等の知見を活用した相談支援やその一環
として行う生理用品の提供等の支援、男性相談事業への支援。
（Ａ）寄り添い支援型プラス
（Ｂ）つながりサポート型
（Ｃ）男性相談支援型
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第６次男⼥共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え⽅（素案）について

6

社会情勢の現状、予想される環境変化

①社会構造の動向・変化 ②意識・価値観の動向・変化
③テクノロジーの急速な進展・進化 ④安全・安⼼に影響を与える要因
⑤国際的な潮流

Ⅰ 男女共同参画の推進による多様な幸せ（well-being）の実現

第１分野 ライフステージに応じて全ての人が希望する働き方を選択できる社会の実現

第２分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

第３分野 女性の所得向上と経済的自立の実現

第４分野 生涯を通じた男女の健康への支援

第５分野 テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえた男女共同参画の推進

第６分野 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実

第７分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備

第８分野 防災・復興における男女共同参画の推進

Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備・強化

第９分野 地域における男女共同参画の状況に応じた取組の推進

第10分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

第11分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進

第12分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化



（独）男⼥共同参画機構及び男⼥共同参画センターの機能強化による「⼥性に選ばれる地域づくり」

 国の実施体制を強化するため、男女共同参画に関する施策を総合的に行う「ナショナルセンター」として独立行政法人男女共同参画機構を
令和８年４月1日に設立する。

 また、同機構に「センターオブセンターズ」としての機能を付与し、地域における諸課題の解決に取り組む各地の男女共同参画センター等を
強力に支援することで、女性に選ばれる地方づくりを後押しする。

企業・商工会議所

学校・教育機関

NPO・自治会等

地方公共団体
《男女共同参画センター》

各地域課題・ニーズ等に
関するデータを集約・分析し

「見える化」

国
（内閣府
及び文部
科学省）

独立行政法人
男女共同参画

機構

 知見・ノウハウの提供、助言、情報発信
 機構及びセンター相互間の情報交換

のためのプラットフォームを構築
（ネットワーク形成）

 センター職員を対象とした研修実施
（人材育成）

 企業・学校等を対象とした研修プログ
ラムの開発

普及啓発

調査研究

国際事業

アーカイブ事業

国の企画立案に基づき事業を実施

ナショナル
センター

センターオブセンターズ

地域の課題や事業ニーズ等を的確に調査・把握

企業等に対し、女性が働きやすい環境の整備に向け、アドバイスや相談対応

機構作成の教材等を活用し、あらゆる世代を対象に、アンコンシャス・バイ

アスの解消等のための出前講座等の実施

女性の起業支援等の取組を通じた、地域における女性の活躍の促進

地域における関係者相互間の連携
と協働を促進するための拠点※

男女共同参画センターを
強力にバックアップ

地域の多様な主体の連携・協働による諸課題への取組

※改正男女共同参画社会基本法により拠点機能を担う体制を確保することが努力義務化



男⼥共同参画社会基本法等の改正

１．国及び地⽅公共団体の基本的施策の強化及び男⼥共同参画センターの法的位置付け

①連携及び協働の促進【新設】

（１）国及び地⽅公共団体は、男⼥共同参画社会の形成の促進を効果的に推進する ため、
関係者相互間の連携と協働の促進に必要な施策を講ずるよう努める。

（２）地⽅公共団体は、関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点（男⼥共 同参画
センター）としての機能を担う体制を、単独または共同して確保するよ う努める。

（３）男⼥共同参画センターとしての機能を担う者は、独⽴⾏政法⼈男⼥共同参画 機構と
密接に連携するよう努める。

②⼈材の確保等【新設】

国及び地⽅公共団体は、男⼥共同参画社会の形成の促進に取り組む⼈材の確保、 養
成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努める。

２．独⽴⾏政法⼈男⼥共同参画機構のナショナルセンターとしての法的位置付け

独⽴⾏政法⼈男⼥共同参画機構は、国、地⽅公共団体、⺠間団体その他の関係者と連携
し、男⼥共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積
極的な役割を果たすものとする。



⼥性の職業⽣活における活躍を推進し、豊かで活⼒ある社会の実現を図る。

１．⽬的

○ ⼀般事業主（⺠間企業等）、特定事業主（国・地⽅公共団体）は、
⑴ 職場の⼥性の活躍に関する状況の把握・課題の分析を実施、

⑵ 状況把握、課題分析を踏まえた事業主⾏動計画を策定・公表、
［事業主⾏動計画の必須記載事項］
・⽬標（数値を⽤いて設定） ・取組内容 ・取組の実施時期 ・計画期間

⑶ ⼥性の職業選択に資するよう、⼥性の活躍に関する情報を公表
・常⽤労働者301⼈以上の⼀般事業主及び全ての特定事業主は、 ※２
①職業⽣活に関する機会の提供に関する実績のうち
「男⼥の賃⾦（給与）の差異」 の項⽬

②職業⽣活に関する機会の提供に関する実績のうち①以外の項⽬から１項⽬以上
③職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇⽤環境の整備に関する実績から１項⽬以上
を公表

・常⽤労働者101⼈以上300⼈以下の⼀般事業主は、 ※２
「職業⽣活に関する機会の提供に関する実績」及び
「職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇⽤環境の整備に関する実績」の
全ての項⽬から１項⽬以上を公表

○ 国等は、優良な⼀般事業主に対する認定（えるぼし認定・プラチナえるぼし認定）、
公共調達における受注機会の増⼤等の施策を実施。
地⽅公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増⼤等の施策を実施（努⼒義務）

○ 地⽅公共団体は、推進計画（区域内の⼥性活躍の推進に係る計画）を策定、公表（努⼒義務）

２．概要 （⼀般事業主（⺠間企業等）に関する部分は厚⽣労働省が、特定事業主（国・地⽅公共団体）に関する部分は内閣府（内閣官房、総務省と共管）が所管）

⑴〜⑶の対象は、
①常⽤労働者101⼈以上の⼀般事業主 及び
（常⽤労働者100⼈以下の⼀般事業主は努⼒義務）
②全ての特定事業主

情報公表項目

・採用者に占める女性の割合
・管理職等に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
・男女の賃金の差異 等

・男女の平均継続勤務年数の差異
・残業時間の状況
・男女別の育児休業取得率
・有給休暇取得率 等

職業⽣活と家庭
⽣活との両⽴に
資する雇⽤環境
の整備の実績

職業⽣活に
関する機会の
提供の実績

時限⽴法 ※１
（〜R18（2036）.3.31)

※１ 令和７年の⼥性活躍推進法改正により、有効期限が令和８年３⽉31⽇までから、令和18年３⽉31⽇まで、10年間延⻑された。
※２ 令和８年４⽉１⽇より、常⽤労働者301⼈以上の⼀般事業主及び特定事業主は、「男⼥の賃⾦の差異」及び「管理職に占める⼥性労働者の割合」を含む計４項⽬、

常⽤労働者101⼈以上の⼀般事業主は、「男⼥の賃⾦の差異」及び「管理職に占める⼥性労働者の割合」を含む計３項⽬の公表が義務化される。

⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）の概要
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⼥性の活躍に関する「情報公表」
〇公務部門
女性活躍推進法「見える化」サイト
https://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html

○民間部門
女性の活躍推進企業データベース
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

11



「女性に対する暴力をなくす運動」 について

〇 11月12日から11月25日までの２週間、女性に対する暴力の問題

に関する取組を一層強化するための広報活動を実施します。

※１１月２５日は、国連が定めた「女性に対する暴力撤廃の国際デー」

＜令和６年度は全国の約450施設が実施＞

パープルライトアップ

パープルリボン着⽤ポスター等の作成


